
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                        

広 報 用 資 料

平 成 ２ ８ 年 第 ７ 号

佐賀県警察本部サイバー犯罪対策室

○ コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童が、増加傾向。 

○ コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童が、出会い系サイトに起因す

る被害児童と比べて低年齢層の割合が高い。 

○ コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童で、フィルタリングの利用の

有無が判明した被害児童のうち、フィルタリングを利用していなかった被害児

童が９割以上だった。 

※ 詳しくは、 

（警察庁）http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h27/h27_community.pdf 

○ 携帯電話・スマートフォンには必ずフィルタリングを設定する。 

  フィルタリングの設定方法は、ご契約の携帯電話会社等にお問合せ下さい。 

○ インターネットの利用に関する家庭のルールを作っておく。 

例えば、「利用時間を決める」、「個人情報を書き込まない。」、「裸の写真は撮らない、撮

らせない。」「困ったことがあれば、保護者等に相談する。」 など 


